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D-57　プロトロンビン時間（ＰＴ）②（術前検査）

《令和２年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、消化管内視鏡検査（ポリープ切除を実施しない場合）の術

前検査として、プロトロンビン時間（ＰＴ）は認められる。

○ 取扱いの根拠

当初の目的が消化管内視鏡（特に大腸内視鏡）検査であって、観察の結

果で、そのままポリープ切除術など観血的な医療行為に移行することがあ

る。


